
 

日本風景街道 未来ビジョン共創会議 規約（案） 

 

 

（名称） 

第１条 本会議は、「日本風景街道 未来ビジョン共創会議」（以下「会議」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 会議は、日本風景街道の価値向上と持続的発展を図るため、社会環境の変化や地域課

題を踏まえつつ、災害復興、環境保全、観光・交流促進、地域産業、人材育成等の分野

横断的な観点から、風景街道の役割の拡張も見据えつつ、今後の日本風景街道の在り方

及び施策の方向性について意見交換及び検討を行い、その成果を今後の施策展開に資す

ることを目的とする。 

 

（検討事項） 

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、主として次の事項について検討を行う。 

一 政策課題の実証・実装の場としての新たな枠組みに関する事項 

二 活動の価値を可視化し、分かりやすく伝えるための手法に関する事項 

三 人材育成、知の蓄積・共有等の基盤強化に関する事項 

四 その他、会議の目的達成に必要な事項 

 

（構成） 

第４条 会議は、学識経験者、関係団体、実務者等の有識者をもって構成する。 

２ 委員は、別紙名簿に掲げる者とする。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、臨時委員を指名することができる。 

 

（座長） 

第５条 会議に座長を置く。 

２ 座長は、事務局の推薦及び委員の確認により定める。 

３ 座長は、会議の議長となり、議事の進行に当たる。 

４ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議の開催） 

第６条 会議は、必要に応じて座長が招集する。 

２ 会議は、対面又はオンラインその他適切な方法により開催することができる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 座長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見の聴取

又は説明を行わせることができる。 

 



 

（事務局） 

第８条 会議の事務局は、国土交通省道路局環境安全・防災課が行う。 

 

（議事の公開） 

第９条 会議は、原則として公開とする。 

２ ただし、座長が必要と認める場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができ

る。 

 

（雑則） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長及び事務局が

協議の上、別に定める。 

（附則） 

第 11 条 本規約は、会議設置の日から施行する。 
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